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新制度移行幼稚園の利用定員変更について 

 

１ 根拠 

＜子ども・子育て支援法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜子ども・子育て支援法施行規則＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和４年度以降の入園者数の見込み及び今後の施設運営について 

＜さかえ幼稚園＞ 

令和３年度末の卒園児７８人に対して、令和４年度の入園者数が２７人となり、 

５１人の減少となる。今後もコロナ禍の影響による出生者数の減少が続く傾向である

ことから、令和５年度以降もさらに園児数が減少していく見込みである。 

また、法人運営については、子ども・子育て支援新制度へ移行するにあたり、人件

費を含む支出の削減をするよう市から指導があり、引き続き、中長期的な見通しを持

って段階的に園児数に見合った職員数に調整していく予定である。 

今後の方針としては、退職者の補充は新規採用ではなく、可能な限り職員の配置換

えなどの人員整理により対応していく。 

 

 

資料３ 

（変更の届出等） 

第３５条  特定教育・保育施設の設置者は、設置者は、設置者の住所その他の内

閣府令で定める事項に変更があるときは、内閣府令で定めるところにより、１０

日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

２ 特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、

内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の３月前までに、その

旨を市町村長に届け出なければならない。 

（特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出） 

第３４条  法第３５条第２項の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる

事項を記載した書類を提出することによって行うものとする。 

１ 利用定員を減少しようとする年月日 

２ 利用定員を減少する理由 

３ 現に利用している小学校就学前子どもの区分（同項第３号に掲げる小学校就

学前子どもの区分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳

以上の小学校就学前子どもの区分）ごとの減少後の利用定員 
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 ３歳 ４歳 ５歳 計 減少数 

令和４年度（見込） ２７人 ５３人 ５６人 １３６人 △５１人 

令和３年度 ５３人 ５６人 ７８人 １８７人 △２１人 

令和２年度 ５９人 ７５人 ７４人 ２０８人 △４０人 

令和元年度 ７６人 ７４人 ９８人 ２４８人 ― 

 

 以上のことから、利用定員を「１８０人」から「１３５人」へ変更する。 

  

【利用定員変更後の状況】 

施設の名称 さかえ幼稚園 

所 在 地 羽村市栄町一丁目７番地３ 

認可定員 
満３歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

６０人 １００人 １００人 １００人 ３６０人 

利用定員 

１号認定 
合計 

満３歳 ３歳 ４歳 ５歳 

５人 ２０人 ５５人 ５５人 １３５人 

 

 

 

＜富士学院幼稚園＞ 

令和３年度末の卒園児３１人に対して、令和４年度の入園者数が７人となり、２４

人の減少となる。今後もコロナ禍の影響による出生者数の減少が続く傾向であること

から、令和５年度以降もさらに園児数が減少していく見込みである。 

法人運営については、昨年度退職者３人に対して採用職員を２人とし、１人減での

対応を図り、また、保護者負担の軽減として、入園準備金８万円を段階的に減らして

いき、最終的には０円とする取組みを進めていく。 

 

 ３歳 ４歳 ５歳 計 減少数 

令和４年度（見込） １４人 ２５人 ３０人 ６９人 △１５人 

令和３年度 ２４人 ３０人 ３０人 ８４人 △１０人 

令和２年度 ２７人 ３１人 ３６人 ９４人 △１１人 

令和元年度 ３０人 ３６人 ３９人 １０５人 ― 

 

 以上のことから、利用定員を「９０人」から「７５人」へ変更する。 
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【利用定員変更後の状況】 

施設の名称 富士学院幼稚園 

所 在 地 羽村市神明台一丁目２３番地３ 

認可定員 
満３歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

２０人 ８０人 ９０人 ９０人 ２８０人 

利用定員 

１号認定 
合計 

満３歳 ３歳 ４歳 ５歳 

５人 ２０人 ２０人 ３０人 ７５人 

 


